
令和6年度人事行政の運営等の状況の報告について

１．職員の任免及び職員数に関する状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在、単位：人）

総務企画 災害復旧関連

税務 退職者の不補充

民生 子ども子育て支援関連

衛生

商工 大規模イベント関連(万博対応)

労働

農林水産

土木 退職者の不補充

議会

給食業務の民間委託・退職者の不補充

病休者の補充

退職者の不補充

退職者の不補充

退職者の不補充

退職者の不補充

（注）

職 員 数

令和7年 令和6年

118 119 △ 1

18 21 △ 3

196 194 2

32 32 0

19 17 2

1 1 0

26 26 0

28 29 △ 1

6 6 0

教育部門 45 53 △ 8

水道事業 9 9 0

下水道 8 7 1

病院 401 402 △ 1

介護 9 10 △ 1

国保 23 25 △ 2

その他 21 23 △ 2

960 974 △ 14

[  1,040   ］ [  1,040   ］

　南砺市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成１７年南砺市条例第３号）第６条の
規定に基づき、南砺市人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。

　　　　　　　　区　　分
　部　　門

対前年
増減数

主な増減理由

小計 444 445 △ 1

合計 489 498 △ 9

小　計 471 476 △ 5

合　　計

１　職員数は一般職に属する職員数である。
２　[     ]内は、条例定数の合計である。
３　職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、公益法人等への
　　派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員を除いています。

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

公
営
企
業
等
会
計
部
門
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（２）年齢別職員構成の状況 （R7年4月1日現在）

（３）職員数の推移 （単位：人・％）

468 462 461 438 445 444 

59 58 58 60 53 45 

527 520 519 498 498 489 

500 493 484 477 476 471 

1,027 1,013 1,003 975 974 960 

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

      ２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 過去5年間

の増減数（率）

一般行政 △ 24 (△ 5.1%)

教育 △ 14 (△ 23.7%)

普通会計計 △ 38 (△ 7.2%)

公営企業等会計計 △ 29 (△ 5.8%)

総合計 △ 67 (△ 6.5%)

　　　　　　　　　年度
部門別
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（４）採用の状況 （R6.4.2～R7.4.1）
区分

（５）退職の状況 （R6.4.1～R7.3.31）
区分

(注)

（６）再就職の状況

(注)

職区分 競争試験 選考・割愛等 身分移管 計

　一般行政職等 18 0 0 18 

保健師 0 0 0 0 

　福祉職(保育士） 9 0 0 9 

小計 27 0 0 27 

　一般行政職等 2 0 0 2 

　医師 0 8 0 8 

　看護師 7 0 0 7 

　医療技術職 6 0 0 6 

小計 15 8 0 23 

計 42 8 0 50 

職区分 退職者数 前年

定年退職（注） 20 8 

勧奨退職 0 2 

その他 20 16 

小計 40 26 

定年退職（注） 11 3 

勧奨退職 0 0 

その他 11 16 

小計 22 19 

計 62 45 

60歳に達した日以後、非違によることなく退職した場合は「定年退職」に含まれます

内訳

市特別職
市再任用
嘱託等

市出資法人
(50%以上)

その他の
法人等

部長級 3 0 0 0 0 0

次長級 2 0 0 0 0 0

課長級 0 0 0 0 0 0

合計 5 0 0 0 0 0

市
長
部
局
等

病
　
院

市
長
部
局
等

病
院

区分
6年度

定年退職者
再就職者

令和6年度に課長級以上の職員で、定年により退職した職員のうち、令和7年7月1日現在で再就職して
いる者の状況です。
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２．職員の給与に関する事項

（１）人件費の状況（普通会計決算）

人 ％

(注）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注） １　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、令和6年４月１日現在の任期の定めのない常勤職員の人数である。

（３）ラスパイレス指数の状況

（注）

住民基本台帳人口 歳 出 額 実　質　収　支 人 件 費 人 件 費 率   （参考）
（令和7年1月1日) 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ 　　　　　Ｂ／Ａ　　　5年度の人件費率

千円 千円 千円 ％

46,071 36,155,842 2,091,603 5,195,952 14.4 13.4

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A

人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

498 1,750,959 222,711 716,991 2,690,661 5,403 

区分

6年度

実質収支とは、歳入総額から歳出総額を差し引いた額（＝形式収支）から、翌年度に繰り越すべき一般
財源を控除した額

区分

6年度

１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で
　　比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、
　　国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。
２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
　　単純平均したものである。 

R3.4.1
 96.2 

R3.4.1
98.5 

R3.4.1
98.8 

R4.4.1
 95.7 

R4.4.1 
97.6 

R4.4.1 
98.7 

R5.4.1
95.1 

R5.4.1
97.5 

R5.4.1
98.6 

R6.4.1
95.6 

R6.4.1
 97.6 

R6.4.1 
98.6 

93.0 

94.0 

95.0 

96.0 

97.0 

98.0 

99.0 

100.0 

南砺市 類似団体平均 全国市平均
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（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

実施内容

②地域手当の見直し

③その他の見直し内容

（５）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 （R7年4月1日現在）

円 円

円 円

（注）　給与とは、給料（基本給）に諸手当（通勤手当、時間外手当など）を加えたものです。

（６）職員の初任給の状況 （R7年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

（７）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （R7年4月1日現在）

区分

部門

円 円 円

円 円 円

円 円 円

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 325,742 374,193 43.3

技能労務職 295,530 310,691 53.8

南砺市 国

初任給 初任給

大　学　卒 220,000 220,000 

高　校　卒 186,900 186,900 

技能労務職 高　校　卒 185,700 185,700 

一般行政職 大　学　卒 284,492 311,982 364,538 

高　校　卒 - 286,500 -

技能労務職 高　校　卒 249,000 - -

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支
給割合の見直し等に取り組むとされている。

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日
（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。若年層については最
大２％程度引き下げ。３級以上の高位号給は最大４％引下げ。激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１
日まで）の経過措置（現給保障）を実施。他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて
見直しを実施。

地域手当は支給していない

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施）

区 分

一般行政職

経験年数
10年以上15年未満

経験年数
15年以上20年未満

経験年数
20年以上25年未満
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（８）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況 （R7年4月1日現在）

（９）等級及び職制上の階級ごとの職員数 （R7年4月1日現在）

【一般職給料表】

【技能職給料表】

区分 １級 2級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的な
職務内容

主事
技師

主事
技師

係長
主任

課長
補佐

主幹
次長
課長

部長

職員数 43人 46人 86人 72人 54人 36人 8人

構成比 12.5% 13.3% 24.9% 20.9% 15.7% 10.4% 2.3%

1号級の
給料月額

183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200 408,300

最高号級の
給料月額

258,100 308,500 354,700 386,100 398,200 415,700 450,900

区分 １級 2級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的な
職務内容

主事
技師

主事
技師

係長
主任

課長
補佐

主幹
次長
課長

部長

職員数(人) 89 81 174 111 71 38 8

構成比（％） 15.6% 14.2% 30.4% 19.4% 12.4% 6.6% 1.4%

区分 １級 2級 ３級 ４級

標準的な
職務内容

主事
技師

主事
技師

係長
主任

課長
補佐

職員数(人) 0 4 23 0

構成比（％） 0 14.8% 85.2% 0

１級

12.5%

１級

13.8%
１級

14.4%

２級

13.3%

２級

12.6%
２級

11.1%

３級

24.9%
３級

22.3% ３級

15.8%

４級

20.9%
４級

21.7% ４級

28.8%

５級

15.7%
５級

16.4%

５級

18.0%

６級

10.4%
６級

10.9%

６級

9.7%

７級

2.3%
７級

2.3%
７級

2.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和7年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
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（１０）昇給への勤務成績の反映状況

（１１）職員手当の状況

①期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額 (R6年度) １人当たり平均支給額 (R6年度) １人当たり平均支給額 (R6年度)

千円 千円 千円

(R6年度支給割合) (R6年度支給割合) (R6年度支給割合)

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　5～15％ ・役職加算　　5～20％ ・役職加算　　5～20％

・管理職加算　15～25％ ・管理職加算　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般職員）

②退職手当 （R7年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　  自己都合   勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　  自己都合   勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２～20%加算） （３～４５%加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無) （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無)

 イ　人事評価を活用している ○ ○

活用している昇給区分
昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○
上位、標準の成績率
標準、下位の成績率
標準の成績率のみ（一律）

 ロ　人事評価を実施していない
活用予定時期

南砺市　　 富山県　　 国

1,440 - -

2.50 2.10 2.50 2.10 2.50 2.10

1.40 1.00 1.40 1.00 1.40 1.00

 イ　人事評価を活用している ○ ○

活用している成績率
支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

 ロ　人事評価を実施していない

活用予定時期

南　　　　　　砺　　　　　市 国

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875 

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075 

39.7575 47.709 39.7575 47.709 

47.709 47.709 47.7090 47.709 

令和6年4月2日から令和7年4月1日
までにおける運用

管理職員 一般職員

R6年度中における運用 管理職員 一般職員
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③地域手当 支給なし

④特殊勤務手当

  支給実績 6年度決算

  支給職員１人当たり平均支給年額 6年度決算 円

  職員全体に占める手当支給職員の割合 6年度決算 ％

279,654 千円

387,870 

74 

  手当の種類（手当数） 13 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

税務手当
税務課に勤務する職
員

市税の徴収又は滞納処分に
関する業務

日額300円（滞納処分につい
ては日額450円）

防疫等作業等手当
防疫等の作業に従事
する職員

1.感染症の患者又は感染症
の疑いのある患者の救護
2.感染症の病原体に汚染され
た物件等の処理に関する業
務

日額1,100円の範囲内

用地交渉等手当
用地交渉等の業務に
従事する職員

用地取得等のために行う交渉
又は事業の施行により生ずる
損失補償のために行う交渉の
業務

日額300円

医師業務手当
病院又は診療所に勤
務する医師又は歯科
医師

1.医療又は公衆衛生業務
2.夜間及び休日等に行う救急
医療業務

1.月額500,000円の範囲内
2.1回につき18,600円の範囲
内

医師研究業務手当
病院又は診療所に勤
務する医師又は歯科
医師

地域医療の向上のために行
う、研究その他保健指導業務

月額150,000円

病院等業務手当
病院等に勤務する職
員

病院等の業務

1.月額11,000円の範囲内
加算（手術補助業務：日額
150円、死後処置業務：1回に
つき1,400円、死体解剖業
務：1体につき3,000円）
2.宿直又は日直の勤務中に
救急対応等の業務に従事し
た看護職員　1回3,000円(1時
間超15分につき750円加算)
2.看護師、准看護師及び保
健師　月額12,000円

訪問看護業務手当
訪問看護ステーション
に勤務する職員

訪問看護ステーションの業務

看護師、准看護師、保健師、
作業療法士、理学療法士及
び言語聴覚士　月額　8,000
円

夜間看護等手当
病院に勤務する看護
師、准看護師又は介
護士である職員

正規の勤務時間による勤務の
一部又は全部が深夜（午後10
時から翌日の午前5時まで）に
おいて行われる看護又は介
護の業務

1回につき7,300円以内
通勤距離による加算（片道
5km以上：760円、片道5km未
満：380円）

早朝調理業務手当
病院で調理業務に従
事する職員

正規の勤務時間による勤務の
始まりが深夜（午後10時から
翌日5時まで）において行わ
れる業務

通勤距離が片道5km以上：1
回につき760円、通勤距離が
片道5km未満：1回につき380
円

緊急呼出業務手当
病院又は訪問看護ス
テーションに勤務する
職員

正規の勤務時間外に緊急の
呼び出しに応じて行う医療業
務等

医師：1回につき2,500円
看護師等：日額2,400円（休
日等勤務加算1,200円）
上記以外：日額1,200円

保育等業務手当
保育園等に勤務する
職員

保育園等の業務 月額7,000円

訪問介護業務手当
訪問介護事業所に勤
務する職員

訪問介護の業務 月額6,000円

災害応急作業等業務
手当

災害応急作業等の業
務に従事する職員

１．巡回監視、応急作業
２．避難所運営
３．罹災証明に係る家屋調査
４．健康管理、医療福祉
５．被災地派遣

大規模災害：日額1,080円
それ以外：日額710円
（深夜の場合は１．５倍）

8



⑤時間外勤務手当

  支給実績 6年度決算 千円

  支給職員１人当たり平均支給年額 6年度決算 千円

  支給実績 5年度決算 千円

  支給職員１人当たり平均支給年額 5年度決算 千円

⑥その他の手当 （R7年4月1日現在）

131,972 

135 

186,032 

191 

住居手当
家賃、間代を月額16,000円以上支払っている
職員に対し、家賃等の額に応じて支給（月額）　

最高 28,000円 同じ

通勤手当

交通機関利用者
　運賃等の額に応じ
　　・定期券と回数券のうち安価の方の額
　　・定期券は、６月以内の最も長い期間のものの額による。
　　・最高月額　55,000円
　自動車等使用者
　　　通勤距離に応じ　月額 2,600円～35,000円

異

宿日直手当 宿日直勤務を命じられたとき支給 同じ

夜間勤務手当
正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に
勤務した職員に支給
1時間当たりの給与額×0.25×時間数

同じ

・世帯主である職員

　扶養親族有　19,800円

　扶養親族無　11,400円

・その他職員 　  8,200円

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

扶養手当

配偶者
子
配偶者、子以外の扶養親族

満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの
子がいる場合の加算額 １人につき

月額   3,000円
月額 11,500円
月額   6,500円

月額　 5,000円

同じ

管理職手当
管理又は、監督の地位にある職員に当該職の区分に応じて
14,800円～66,400円を支給。（経過措置中）

同じ

管理職員
特別勤務手

当

管理職手当支給対象者等が臨時又は緊急の必要等により週休日等に
勤務した場合に支給
　　　　　　　　　　　　　6時間未満   4,000円～10,000円　　　
　　　　　　　　　　　　　6時間以上　 6,000円～15,000円

同じ

寒冷地手当
平、上平、利賀地域に居住する職員
（毎年11月から3月の期間に支給）

異

9



（１２）特別職等の報酬等の状況 （R7年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

月分

月分

　　　　　（算定方式） （１期の手当額） 　（支給時期）

　89万円×在職月数×0.5 　21,360千円    （任期毎）

　72万円×在職月数×0.28 　 9,677千円    （任期毎）

(注）１　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、                 

           １期（４年＝４８月） 勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間（標準的なもの）

１週間の勤務時間

（２）年次有給休暇の取得状況 （各年1.1～12.31）

日 日 人 日

日 日 人 日

（注*）対象職員は、１年間を通して在職した職員です。

（３）その他の休暇の取得状況 （各年1.1～12.31）

60 人 46 人

0 人 0 人

（４）育児休業の状況 （R6.4.1～R7.3.31）

10 人 32 人 10 人 28 人

3 人 28 人 0 人 30 人

区 分 給料月額等

（参考）R7年4月1日　現在

類似団体における最高／最低額

市 長 890,000 980,000 円／ 382,500 

副 市 長 720,000 794,000 円／ 560,000 

議 長 460,000 557,000 円／ 327,000 

副 議 長 410,000 493,000 円／ 279,000 

議 員 380,000 450,000 円／ 259,000 

市 区 町 村 長 (6支給割合)

副 市 長 3.45 

議 長 (6支給割合)

副 議 長 3.45 

議 員

市 長

副 市 長

開始時間 終了時間 休憩時間

年 総付与日数 総使用日数 全対象職員数(*) 平均使用日数 取得率

6年 30,465 7,181 787 9.1 23.6%

5年 31,900 8,232 829 9.9 25.8%

区　　　　　　　　　　　分 人数 前年

病気休暇を取得した者

介護休暇を取得した者

6年 5年

区　　　　　　　　　　　分 男性 女性 男性 女性

新たに育児休業を取得した者

前年度から引き続いている者

給
料

報
酬

期
末
手
当

退
職
手
当

38時間45分 8:30 17:15 12:00 ～ 13:00
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４．職員の分限及び懲戒処分の状況 （R6.4.1～R7.3.31）

（１）分限処分者数

処分人数 0 人 0 人 12 人 0 人

(注) 分限処分とは、公務の能率を維持及びその適正な運営の確保の目的から、職員がその職責を

　　十分に果たすことができない場合（長期の療養等）に職員の意に反して行う、不利益な身分上の

　　変動をもたらす処分のことをいいます。

（２）懲戒処分者数

0人

５．職員の服務の状況

（1）職務専念義務免除の状況 （1.1～12.31） ※病院除く

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

（2）営利企業等従事許可の状況 （R6.4.1～R7.3.31）

件 件

件 件

件 件

区　　分 降任 免職 休職 降給

職　　務　　専　　念　　義　　務　　免　　除　　の　　事　　由 承認件数

 研修を受ける場合 1

 厚生に関する計画の実施に参加する場合 0

 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項又は第60条第1項の
規定により、公務災害補償に関する審査請求又は再審査請求をし、及びこれらの審査に出頭する
場合

0

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に
関し要求し、及びその審理に出頭する場合

0

 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分についての不服申立てをし、又はその審理に出頭す
る場合

0

 法第55条第5項及び第6項の規定により、職員団体の代表者として、当局と交渉を行う場合 0

 法第55条第11条の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合 0

 教育、研究等のため他の事務に従事する場合 0

 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合（消防団員として活
動を行う場合等）

0

 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属す
る事務を行う場合

0

 当該地方公共団体の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる会社その他の
団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

0

 上記に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合
　（国体等に選手、役員等として参加する場合など。）

16

合　　　　計 17

件数

今年 前年

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の役員、顧問、評
議員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる
場合

1 0

自ら営利を目的とする私企業を営む場合 0 0

報酬を得て事業又は事務に従事する場合　（統計調査員等） 32 13

許可の基準
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６．職員の研修の状況

12
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７．職員の福祉及び利益の保護の状況 （R6.4.1～R7.3.31）

（１）厚生制度

○　健康管理の状況

人 人

人 人

○　福利事業の状況

南砺市職員互助会及び公立南砺中央病院親睦会による職員への厚生事業

・ 令和6年度　互助会決算額 千円 （公費負担率0％）

・ 会員数 人

・ 会員一人当たり公費補助額 円

・ 補助金決算額額 千円

・ 会員会費　（南砺市職員互助会：給料×2.4％/1000、公立南砺中央病院親睦会:給料×5％/1000）

〔主な内容〕

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（２）公務災害等の認定の状況

人 人

人 人

８．公平委員会の業務の状況 （R6.4.1～R7.3.31）

(１)勤務条件に関する措置の要求の状況

件 0 件

(2) 不利益処分に関する不服申立の状況

件 0 件

健康診断の種類 受診者数 前年

　人間ドック 270 236

　定期健康診断 742 713

22,789

938

0

0

区分 事業内容 金　　額

クラブ活動助成 82

大会出場助成 30

レクリエーション大会 0

親睦旅行 544

ノーマイカー助成 81

全体会助成 950

スポーツ施設利用助成 297

市内施設利用助成 3,657

職場内懇親会助成事業 2,513

新型コロナ対策マスク購入 0

弔慰金 1,028

見舞金 20

婚姻･出産 820

退職給付金 1,325

災害見舞金 0

災害の区分 認定(申請)数 前年

　公務災害 7(7) 6(6)

　通勤災害 2(2) 1(1)

継続件数 措置要求件数

0

継続件数 不服申立件数

0

慶
弔
見
舞
金
給
付

会
費
の
み
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